現任介護職員等研修支援事業実施要綱
（北海道保健福祉部福祉局福祉援護課）
１　目的
　　この事業は、道内の介護保険サービスその他の福祉サービス事業所等（以下「事業所」という。）が、当該事業所に従事する介護職員等（以下「現任介護職員」という。）の資質向上を図るため研修等を受講させる場合に、福祉・介護関係の仕事に関心のある失業者を「介護補助員」として雇用し、現任介護職員の代替職員として事業所に派遣することで、現任介護職員の資質向上を図るとともに、代替雇用を通じた雇用創出を図ることを目的とする。
２　実施主体
北海道
３　事業の委託
　　道は、この事業を、道が適当と認めた労働者派遣法に規定する労働者派遣事業者（以下「派遣会社」という。）に委託して実施する。
　
４　事業の実施期間
平成２１年１０月１５日から平成２４年３月３１日まで
５　対象となる事業所

（１）介護保険法に基づく指定介護サービス事業者・施設

（２）障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者・施設（旧法施設を含む）
（３）その他介護職員の配置が必要とされている社会福祉施設
６　代替職員の派遣の対象となる現任介護職員の職種
　　上記５に定める対象事業所に従事する介護職員、サービス提供責任者、生活相談員、介護支援専門員、看護職員等の直接処遇職員とする（医師、事務職、栄養士、調理員を除く）。
７　代替職員の派遣の対象となる研修等
（１）事業所が、現任介護職員の資質向上を図るため、当該事業所が策定する研修計画に基づき次の研修等に参加させる場合。
  ア　介護職員基礎研修、訪問介護員養成研修（１級課程、２級課程）
  イ　ユニットケアリーダー研修
  ウ　認知症介護実践研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修、認知症介護指導者研修
　エ　介護福祉士国家試験受験対策講座等
　オ　介護支援専門員研修等
　カ　サービス提供責任者実務者研修
　キ　国、道、市町村又は事業者団体等が実施する介護従事者向け研修等
　ク　その他介護職員等の資質向上に有益であると判断される研修であって道が適当と認める研修
　※　研修等は事業所を離れて行うものに限らず、事業所内で行う研修等も含み、その形式については、講義形式・実技形式等いずれも可能。
　また、研修等の実施主体は事業所自らが実施する研修等でも可能。
（２）外部機関からの依頼等に基づき、介護職員等の資質向上等のための研修における講師として、現任介護職員の派遣等を行う場合。
（３）インドネシア又はフィリピンとの経済連携協定による介護福祉士候補者を受け入れた事業所等が、当該介護福祉士候補者に事業所等が策定する研修計画に基づき、外部の日本語研修等を受講させる場合。
（４）インドネシア又はフィリピンとの経済連携協定による介護福祉士候補者を受け入れた事業所等において、現任介護職員が当該介護福祉士候補者の教育担当者として指導を行うことにより、本来の業務に専念できないような場合。
（５）国または道からの要請により、東日本大震災の被災地域における社会福祉施設等の入所者等の生活を確保するために派遣される場合。
８　代替職員の雇用対象者
（１）代替職員の雇用対象者は、福祉・介護の仕事に関心のある失業者等とする。
（２）失業者とは、労働の意思・能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない者をいう。ただし、公共職業安定所への求職申込みの有無は問わない。

（３）雇用対象者が失業者であることの確認については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提出を求める等の方法により行うものとする。
９　代替職員の募集、選考及び登録
（１）派遣会社は、原則として公共職業安定所への求人申込により、代替職員の募集を行うものとし、併せて北海道福祉人材センターへの求人や、文書による募集、直接募集等を行うことも可とする。その場合にあっては、募集の公開を図るものとする。
（２）派遣会社は、選考の結果、採用することと決定した者を、一般労働者派遣（登録型派遣）として登録する。
10　代替職員の派遣できる期間
（１）代替職員の派遣できる期間（勤務時間）は、現任介護職員が上記７に定める研修等（以下「対象研修」という。）に参加する時間数の合計を、当該代替職員の勤務時間の合計で除した数が４分の１以上であるものとする。

ただし、上記７（４）に定める場合については、教育担当者としての勤務時間と同等の時間とする。
また、上記７（５）に定める場合については、被災地への派遣期間（旅行日含）とする。

（２）代替職員の派遣（雇用）期間には、原則として、現任介護職員が対象研修に参加する期間が含まれているものとする。
11　代替職員の雇用条件等
（１）代替職員の雇用期間は、連続して２ヶ月以上１２ヶ月以内とする（ただし、年度末を雇用期間の終期とする）。なお、道及び市町村が実施する緊急雇用創出推進事業で雇用されたことのある者については、雇用期間は通算して１２ヶ月以内とする（ただし、介護分野以外の事業に従事していた者を除く）。
（２）代替職員の給与は月払いとし、１日当たりの支給額は、次の表のとおりとする。

	区分
	該当要件
	支給額（1日）

	１
	介護に関する資格を有する者
	介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、看護師及び准看護師の資格保有者、介護員養成研修修了者（介護職員基礎研修課程、１級課程、２級課程）、その他知事が適当と認める者
	８，３５０円

	２
	区分１以外の者
	区分１の要件に該当しない者
	６，５６０円


（３）通勤手当については、支給する。
（４）派遣会社は、派遣労働者の雇用に当たっては、社会保険、雇用保険等への加入を行うものとする。
（５）代替職員の１週当たりの勤務日は、派遣先の事業所等の勤務体制に合わせて決定する。
（６）代替職員の１日の勤務時間・休憩時間は、原則として、派遣先事業所等の日勤の勤務時間（原則８時間）に合わせて決定する。
（７）代替職員が従事する業務は、研修に派遣する現任介護職員が現に従事する業務も含め、当該事業所における介護に関する業務とする。
12　代替職員の派遣に係る手続等
（１）本事業により、代替職員の派遣を受けようとする事業所は、「現任介護職員等研修支援事業申請書」（第１号様式）に「現任介護職員等研修支援事業に係る研修計画書」（第２号様式）を添付して、派遣会社に提出するものとする。
（２）派遣会社は、提出された申請書及び研修計画書の内容について審査を行い、適切と認められる場合は、当該事業所に対して電話又は個別訪問等を行い、事業所と代替職員双方の住所地や意向等を勘案して、承認通知を行った要請に対し適切と考えられる代替職員及び事業所を選定し、それぞれに紹介する。
（３）派遣会社は、「現任介護職員等研修支援事業代替職員派遣決定通知書」（第３号様式）により当該事業所に通知を行う。
（４）事業所と代替職員の間で合意を得られた場合には、派遣会社は派遣を決定し、事業所に通知する。

（５）派遣会社は、派遣が決定した場合において、派遣先の事業所との間で労働者派遣契約を、派遣が決定した代替職員との間で雇用契約をそれぞれ締結し、代替職員を派遣先事業所へ派遣する。

（６）労働者派遣契約に伴う派遣料については道が負担するものとし、派遣会社は、派遣先事業所から派遣料金の支払いは求めないものとする。

（７）代替職員の派遣を受けた事業所は、代替職員の派遣受入終了後、原則として２週間以内に、「現任介護職員等研修支援事業実績報告書」（第４号様式）に「現任介護職員等研修支援事業に係る研修実績書」（第５号様式）及び対象研修を修了したことが確認できる書類を添付して派遣会社に提出しなければならない。

（８）上記（７）の対象研修を修了したことが確認できる書類の提出がない場合又は研修計画書に記載された対象研修を現任介護職員が修了できなかった場合には、代替職員の派遣対象となる研修参加時間に算定しないものとする。

ただし、天災事変等やむを得ない理由により対象研修を受講できなかった場合については、この限りでない。
13　その他
（１）派遣会社及び派遣先事業所は、労働者派遣法その他の関係法令を遵守するものとする。
（２）この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は委託業務処理要領に定める。
　　附　則

　この要綱は、平成２１年１０月１５日から施行する。
附　則

　この要綱は、平成２２年４月１日から適用する。
附　則

　この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。
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